
募集要項等　質問に対する回答

Ｎｏ ページ 質問及び意見内容 回　　答

1 6、10
応募事業者は、本件事業の為に新たに設立する法人でも良いか。この
場合、7.提出書類(1)応募申出書に記載される与信判断に要する書類の
提出が出来ない事を了承頂ければと思います。

可能です。新たに法人を設立し応募する場合は、応募申出書
添付書類の⑤納税証明書、⑥財務諸表についての提出は不
要とします。

2 6、10
本件プロポーザル公募への応募時点で法人が設立されていなくても
「設立までの要件定義、スケジュールの見通しを明示する」ことで、本件
プロポーザルに応募することは可能か。

可能です。この場合、応募申出書添付書類に代えて「設立す
る法人の概要や法人設立のスケジュール等」を記載した書類
を添付してください。

3 10
事業提案書1における「事業に対する取組姿勢」について、決意表明の
ようなものと理解すればよろしいか。

お見込みのとおりです。募集要項１２ページ「一次評価　評価
基準と配点」の評価基準を参考に事業に対する意欲などにつ
いて記載してください。

4.応募要件等及び7.提出書類(1)応募申出書

項目等

4.応募要件等及び7.提出書類(1)応募申出書

7.提出書類(2)事業提案書（事業内容）


